
 

誕生１周年記念事業

                        平成 25 年 5 月 20 日 
早良区役所 

市政記者各位 
 

            
           

  
平成 24 年５月 27 日に誕生した｢サザエさん通り｣の誕生 1 周年を記念して、早良区役所で

婚姻届を提出して、ご結婚される方が「サザエさん」一家のような明るく楽しい家庭を築か

れることを願って、「サザエさん通り」ハッピ－ウエディング事業を開始します。 
 つきましては下記のとおり式典を開催いたしますので、当日の取材についてよろしくお願

いします。 
記 

 
１．｢サザエさん通り｣ハッピーウエディング事業開始式典 

 
（１）日時：平成 25 年５月 27 日（月）午前 9 時半～10 時 10 分 
 
（２）場所：早良区役所１階 
 
（３）内容 

①あいさつ     
②｢サザエさん通り｣撮影コーナー除幕式 
③婚姻届提出記念品贈呈式  など 

（記念品：｢サザエさん通り｣ポケットファイル） 
 
 
２．サザエさん１日区長 

 

 サザエさん、マスオさんの着ぐるみが区役所で市民をお迎えします。 
 
（１）髙島市長による「サザエさん」１日区長委嘱式 
   ①日時：平成 25 年５月 27 日（月）午前 9 時半～ 
   ②場所：早良区役所１階 
   （｢サザエさん通り｣ハッピーウエディング事業開始式典の中で実施） 
 
（２）内容 
   ①｢サザエさん通り｣撮影コーナーで、市民と一緒に記念撮影 

②１階玄関近くで、来庁者案内 
③１階キッズコーナーで、子どもと記念撮影 など 

 
（３）時間帯 ①11 時～12 時 

②13 時半～14 時半 
③15 時～16 時 

 
３．主催 早良区役所 

問い合わせ先
早良区区政推進部企画課 
電話 092-833-4306（内）145－216 
担当 石井・中川 



早良区役所 
平成 25 年５月 

 

 
 
 

 

早良区役所では、「サザエさん通り」を生かしたまちづくりを推進しています。ご結婚さ

れる方が「サザエさん」一家のような明るく楽しい家庭を築かれることを願って、「サザエ

さん通り」ハッピ－ウエディング事業を実施します。 

 

１． 

★婚姻届を提出された記念に、長谷川町子美術館から許可をいただいた「サザエさん・

マスオさん」（姉妹社版『サザエさん』第 43 巻カバー原画）と一緒に、｢サザエさん通り｣を背景に

写真撮影ができます。 

★撮影コーナーは、どなたでも記念撮影ができます。 

（場所：早良区役所１階 日時：平日（閉庁日を除く）８時 45 分～17 時 30 分） 

 

２． 

 

★早良区役所で、婚姻届を提出された方に、長谷川町子美術館から許可をいただいた「サ

ザエさん・マスオさん」（姉妹社版『サザエさん』第 43 巻カバー原画）の絵が付いたポケットファ

イルを差し上げます。 

 ★婚姻届のコピーが必要な方は、婚姻届を提出される前に区役所内でコピーが取れます。

（場所：早良区役所１階 料金：白黒 10 円、カラー80 円）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

婚姻届のコピーが入る 

   「サザエさん通りポケットファイル」をプレゼント！

「サザエさん通り撮影コーナー」で 

              記念撮影ができます！ 

福岡市早良区の「サザエさん通り」は、 

漫画「サザエさん」発案の地を記念して、早

良区西新から百道浜までの約 1.6ｋｍの市道

に、平成 24 年５月 27 日に誕生しました。 

磯野広場には、「サザエさん発案の地記念

碑」があります。 

＜お問い合わせ先＞ 

早良区役所区政推進部企画課 
電話 092-833-4306 

サザエさん発案の地記念碑 

 


